
守ろう！確かめよう！この最低賃金

・この最低賃金は、パートタイム・臨時・アルバイト等を含む秋田県内で働くすべての労働者に適用されます。

・使用者は、労使双方が納得した場合であっても、この最低賃金額より低い賃金で労働者を使用することができ

ません。

・この最低賃金額より低い賃金で使用すると最低賃金法違反で処罰されます。

・この最低賃金額の計算には、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等は含まれません。

・月給や日給等については、１時間当たりの金額に換算してこの最低賃金額を適用します。

・秋田県最低賃金と産業別最低賃金の両方の最低賃金が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額以上の賃

金を支払わなければなりません。 

詳しくは、労働局又は労働基準監督署お問い合わせください。

・秋田県労働局賃金室　電話０１８−８８３−４２６６

・能代労働基準監督署　電話　　　　　５２−６１５１

時間額

秋田県最低賃金

（全ての産業に適用されます）

効力発生年月日

産業別最低賃金 時間額

７３１円

６８９円

７２０円

７０５円

効力発生年月日
適用除外労働者

【この欄に該当する労働者は上記の

秋田県最低賃金が適用されます】

６１８円 平成19年10月18日

平成19年12月9日

平成19年12月22日

平成19年12月26日

平成19年12月19日

非鉄金属精錬・精製業

電子応用装置、その他の

電気機械器具、電子計算

機・同付属装置、電子部

品・デバイス製造業

自動車・同付属品製造業

自動車（新車）、自動車

部分品・付属品小売業

（１）18歳未満又は65歳以上の者

（２）雇入れ後6月未満の者であって、

技能修得中の者

（３）清掃、片付けその他これらに準ず

る軽易な業務に従事する者

（４）電気部品の組立又は加工の業務の

うち、卓上において行う組線、巻

線、はんだ付け、取付け又は検査

の業務に従事する者

ご自宅までお伺いします。お気軽にどうぞ

●火災発生状況 （単位：件、千円）

平成19年

八 峰 町
発生件数 3 4 −1

損 害 額 9,871 92,529 −82,658

能代山本 発生件数 38 38 ±0

管　　内 損 害 額 75,185 306,481 −231,296

平成18年 増減

●救急出動状況

平成19年

八　　峰　　町 308件 351件 −43件

能代山本管内 3,247件 3,334件 −87件

平成18年 増減

交通事故
17件  5.5％

その他
7件  2.3％

加害
2件  0.7％

転院搬送
6件  1.9％

水難
1件  0.3％

労働災害
2件  0.7％

一般負傷
37件  12.0％

急　病
233件  75.6％

自損行為
3件  1.0％

　未成年者喫煙防止の取組みの一環として、秋田県内のた

ばこ自動販売機は、2008年５月までに成人識別たばこ自

動販売機に変わります。この自動販売機でたばこを購入す

る際には、成人に発行する専用のＩＣカード「taspo（タ

スポ）」が必要になります。

　現在、カードの申込み受付をしていますので、たばこ販

売店店頭などに置いてある申込書で発行手続きをお願いし

ます。発行手数料、年会費は無料です。

　詳しくは、ｔａｓｐｏホームページをご覧ください。

　http://www.taspo.jp/

お問い合わせ先

（社）日本たばこ協会 taspo 運営センター

■taspoダイヤル　0120−222−180（通話料無料）

　※携帯電話からは　0570−012−340（通話料有料）

　※受付時間　9:00〜17:00（土日祝日のぞく）

　※紛失、盗難の際のお問い合せは24時間受け付けています。


